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雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定（H31.1.29） 
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 平成30年7月豪雨をはじめ、近年各地で大水害が発生していることを受け、「施設では防ぎきれない大
洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する
取組をさらに充実し加速するため、2020年度を目途に取り組むべき緊急行動計画を改定。 

 具体的には、人的被害のみならず経済被害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、
災害時に実際に行動する主体である住民の取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、さらにそれら
の複合的な災害への対策強化等の観点により、緊急行動計画の取組を拡充。 



雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 

緊急行動計画の改定に伴う取組方針の変更に
併せて、これまでの国・県の取組方針を統合
して、取組方針を作成 

直轄管理河川、県管理河川それぞれ
に対して策定された取組方針に基づ
いて、取組状況を協議・共有 

取組方針の統合について 
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 緊急行動計画の改定に併せて、取組方針を見直し。 
 この見直しに併せて、これまで国・県それぞれで策定されていた取組方針を統合し、新たに雲出川外・
櫛田川外河川の減災に係る取組方針を作成する。 

対策の内容・効果 

国の取組方針（概ね５年間） 

直轄管理河川における取組内容 
（32項目の緊急行動計画） 

県の取組方針（概ね５年間） 

県管理河川における取組内容 
（32項目の緊急行動計画） 

＜昨年度＞ 
取
組
方
針 

統
合 

緊
急
行
動
計
画 

改
定 

＜今年度～＞ 

雲出川外河川の減災に係る取組方針 

直轄管理河川・県管理河川 
における取組内容 

（54項目の緊急行動計画） 

櫛田川外河川の減災に係る取組方針 

直轄管理河川・県管理河川 
における取組内容 

（54項目の緊急行動計画） 



雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 

 複合的な要因による水災害の発生を踏まえ、社会の多様な主体の対策が必要。 
 「参画主体を増やす」、「取り組みを強化する」、「主体の連携する」を推進。 
 大規模氾濫減災協議会等により多くの機関の参加を促進し、タイムライン等を充実。 
 情報伝達の多様化に加え、あらかじめ地区レベルや個人レベルのタイムライン等の作成を推進。 

＜これまで＞ ＜これから＞ 

〇行政を中心とする対策 〇多様な機関の参加した対策 

（例）大規模氾濫減災協議会 

＜メンバー＞ 
 ･国     ･都道府県  ･市町村 

 ･気象庁                 等 

（例） 大規模氾濫減災協議会 

＜メンバー＞ 
 ･国 ･都道府県（ダム･土砂含む） ･市町村（福祉部局含む） 

 ･気象庁 ・利水  ･マスコミ ･交通事業者 等         

様々な機関 
を追加 

住民目線のソフト対策として 
様々なリスク情報を提供 

（自主的な取組） 

マスメディア等との連携により 
メディア特性を活かした情報を提供 

 ･自らの行動と役割の明確化 

 ･作成の支援ツールや人的支援の提供 等 

これまでの 
取組に加え 

〇住民の取組 〇地区レベルや個人レベルの取組 

新たに実施 

水防災意識社会の再構築を担う多様な主体の参画 
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雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
ダム下流部の浸水想定図の作成・公表 【拡充】 
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 平成30年7月豪雨では、ダム下流区間等において、住民等が浸水リスク等を十分に認知していない状況
で洪水氾濫が発生した状況があったことから、洪水予報河川又は水位周知河川に指定されていない河川
においても、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の浸水想定図を作成し、それに基づきハ
ザードマップを作成する市町村を支援するとともに、それらを用いて住民等に対して平常時からリスク
情報を提供する。 

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の浸水想定図を作成し、それに基づきハザードマップを作成する
市町村を支援するとともに、それらを用いて住民等に対して平常時からリスク情報を提供することにより、洪水時
における住民等の円滑かつ迅速な避難の確保等を図る。 

●浸水想定図の作成（君ケ野ダム下流部） 

対策の内容・効果 

君ケ野ダム 



雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
氾濫シミュレーション（浸水ナビ）の公表 【一部拡充】 
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 「浸水ナビ」は、指定する任意の指定において、選択する堤防の決壊地点から指定した地点までの浸水
到達時間、最大浸水深、浸水深の時間変化等を視覚的に把握することが可能。 

 住民が避難計画を作成する際に有用であり、国管理河川に加え主要な中小河川からの浸水情報を拡充す
る。 

対策の内容・効果 

洪水浸水想定区域にある堤防で、ある場所を決
壊（破堤）地点と設定すると、時系列で氾濫が
広がっていく状況がアニメーションで視覚的に
認知可能 （Ｗｅｂサイトで公開） 

浸水ナビ （地点別浸水シミュレーション検索システム）  

浸水ナビ Ｗｅｂ画面表示 

選択した 
決壊地点 

選択した決壊地点からの
浸水範囲・浸水深の時間
変化アニメーションを表示 

提
供
デ
ー
タ
を
拡
充 

（ 

水
害
リ
ス
ク
情
報
の
提
供
の
充
実 
） 

http://suiboumap.gsi.go.jp/ 検 索ハザードマップ浸水ナビ 

＜直轄河川＞ 
 ・想定最大：公表済み 
 ・計画規模：H31年度公表予定 

＜県管理河川＞ 
 ・想定最大：洪水浸水想定区域図公表に 

合わせて、順次実装予定 

中小河川の情報が不足 地域にとっては中小河川
の水害リスク情報も重要 

天神川 

雲出川 

時間の経過 

櫛田川 



雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 

避難訓練会場(舞鶴市) 
の住民避難訓練 

要配慮者利用施設 
避難訓練 
(みつみ福祉会) 

ダムの操作や情報等に関する説明会の開催 

ダムの模型を用いたダムの操作の説明 ダムの操作や情報等の説明 

緊急速報メール 

避難訓練への地域住民の参加促進・共助の仕組みの強化 【一部拡充】 

対策の内容・効果 

 総合水防演習、土砂災害・全国防災訓練では、住民による避難訓練や要配慮者利用施設の避難訓練を実
施。消防団や防災関係機関といった実務者のみならず、男女、年齢を問わず多くの方が参加。 

 協議会等の場を通じて、避難情報、洪水情報、ダム関連情報、土砂災害警戒情報等を活用した避難訓練
や避難所での避難生活の体験等の防災訓練の工夫を共有するとともに、高齢者・避難行動要支援者等を
含む住民の避難が確実にできるように地域の共助の仕組みの強化等に取り組む。 
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雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
高齢者福祉部局との連携等地域の共助の仕組みの強化 【拡充】 

 避難情報、洪水情報、ダム関連情報、土砂災害警戒情報等を活用した避難訓練や避難所での避難生活の
体験等の防災訓練の工夫を共有するとともに、高齢者・避難行動要支援者等を含む住民の避難が確実に
できるように地域の共助の仕組みの強化等に取り組む。 

 防災・減災への取組実施機関と地域包括支援センター・ケアマネジャーが連携し、水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組を実施 
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雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
水位情報の共有と伝達 【一部拡充】 
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 映像により危険性が認識できるよう、機能を限定した低コストで設置容易なカメラの開発・設置を促進
するとともに、現況カメラの機能強化を図り、水位情報と併せた効果的な情報提供の仕組みを構築する。 

 水位計未設置河川や地先レベルの水位把握が必要な河川への水位計の普及を促進させるため、洪水時に
特化した低コストな危機管理型水位計を開発し、洪水に対してリスクの高い箇所等を中心に設置する。 
平成30年7月豪雨 
 危険が差し迫るまで避難を

決断していない 
 中小河川の被災情報の多くは、現地

に行って確認 

簡易型河川監視カメラ(無線式) 
設置が容易で低コストな河川監視カメラを開
発中。スマートフォン等で水位情報とともに、
カメラ情報をリアルタイムで提供。 

河川カメラ 平常時カメラ

現場実証の状況(簡易型河川監視カメラ) 

危機管理型水位計（H30年度実施） 

水位計センサー部 
・圧力式水位計センサー 
・堤防天端より、-2.79m下がり 
 の小段より水位観測可能 
・10分単位で水位観測 

（例）櫛田川右岸2.0ｋ付近 

自立型IOT 通信部 
・太陽電池とバッテリーによる運
用 
・無給電で5年以上の稼働 
・IoT技術と合わせて通信コストを
削減 



雲出川外・櫛田川外大規模氾濫減災協議会 
マスメディアとの連携  【拡充】 
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 マスメディアや情報通信企業などの様々な事業者が持つ情報提供手段の適性に応じた河川情報提供方策
を充実させるとともに、マスメディアや情報通信企業との有機的な連携の強化を図る。 

マスメディアが持つ情報の特性は「プッシュ型
の情報発信」「ブロードキャスト型の情報発
信」「プル型の情報発信」に大別される。 
 

それぞれのマスメディアが持つ情報の特性を活か
して、住民の避難行動のきっかけとなる切迫した
危険情報を分かりやすく提供し、個人カスタマイ
ズした情報を入手しやすくすることで、行動する
個人への変化を促す。 
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